
グラウンド等への目印等設置について 
 

１ ． 原 則 、 市 内 の グ ラ ウ ン ド 等 に お い て ク ギ 等 に よ る 目 印 等 の 設 置 は 禁 止

と し ま す 。  

 

２ ． グ ラ ウ ン ド 使 用 の 際 、 目 印 等 が 必 要 な 場 合 は ス ポ ー ツ 協 会 に 届 出    

く だ さ い 。  

 

３ ． 使 用 後 は 必 ず 設 置 者 が ク ギ 等 を 完 全 に 撤 去 を し て く だ さ い 。  

 

４ ． ク ギ 等 を 撤 去 し た 後 は 撤 去 し た 場 所 が 平 ら に な る よ う に 十 分 転 圧 を 行

っ て く だ さ い 。  

 

５ ． 設 置 し た も の 以 外 の 危 険 物 を 発 見 し た 場 合 は 小 牧 市 ス ポ ー ツ 協 会 に ご

連 絡 く だ さ い 。  
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